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質
問

本
市
で
は
十
七
園
の

公
立
幼
稚
園
を
六
ブ
ロ
ッ
ク
に

分
割
し
て
園
児
の
募
集
を
し
て

い
る
が
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
間
で
入

園
倍
率
に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、

地
域
に
よ
っ
て
は
待
機
児
童
が

ふ
え
、
幼
児
教
育
の
環
境
の
公

平
さ
を
欠
く
こ
と
に
な
り
か
ね

な
い
。
特
に
、
北
部
地
域
で
は

そ
の
傾
向
が
強
い
が
、
入
園
希

望
者
の
多
い
地
域
へ
の
対
応

と
、
経
済
的
な
事
情
で
公
立
幼

稚
園
し
か
選
択
で
き
な
い
世
帯

に
対
し
て
、
配
慮
し
た
制
度
が

で
き
な
い
か
伺
い
た
い
。

答
弁

公
立
幼
稚
園
の
入
園

児
募
集
は
、
昨
年
度
か
ら
ブ
ロ

ッ
ク
制
を
採
用
し
て
い
る
が
、

北
部
地
域
で
は
近
年
、
幼
児
数

が
年
々
増
加
し
他
の
ブ
ロ
ッ
ク

と
比
べ
る
と
、
入
園
倍
率
が
若

干
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
地
域
間
格
差
を
解
消
す
る

た
め
、
現
行
の
ブ
ロ
ッ
ク
制
の

見
直
し
等
、
有
効
な
方
法
を
講

じ
て
い
き
た
い
。

次
に
、
園
児
募
集
の
段
階
で

所
得
の
少
な
い
方
を
公
立
幼
稚

園
に
優
先
し
て
受
け
入
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り

平
等
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
、

最
良
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
今
ま
で
の
幼

稚
園
教
育
は
、
公
・
私
立
各
幼

稚
園
の
特
色
を
生
か
し
な
が
ら

役
割
を
担
っ
て
き
た
経
緯
が
あ

り
、
ま
た
、
所
得
に
関
係
な
く

公
立
幼
稚
園
教
育
を
強
く
希
望

さ
れ
る
方
も
多
い
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
入
園

を
希
望
し
な
が
ら
入
園
で
き
な

い
方
を
ど
う
す
る
か
が
当
面
の

大
き
な
課
題
で
あ
る
の
で
、
募

集
定
数
を
上
回
る
場
合
の
受
け

入
れ
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
と

の
協
議
を
進
め
て
い
る
。

さ
ら
に
今
後
の
園
児
募
集
の

あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
第
四
次

幼
稚
園
教
育
協
議
会
の
中
で
三

年
保
育
の
振
興
と
と
も
に
検
討

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。

これからプールだよ（おぎの幼稚園で）

永
住
韓
国
人
へ
の
地

方
参
政
権
付
与
を
求

め
る
意
見
書

我
が
国
の
永
住
韓
国
人
は
、

地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
、
社

会
・
経
済
・
文
化
・
教
育
等
の

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
地
域
に
お
け

る
役
割
と
納
税
を
は
じ
め
と
す

る
各
種
の
義
務
を
十
分
に
果
た

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

地
方
参
政
権
が
認
め
ら
れ
て
い

な
い
。

平
成
七
年
二
月
の
最
高
裁
判

決
は
、
永
住
外
国
人
の
意
思
を

日
常
生
活
に
密
接
な
関
連
を
有

す
る
地
方
行
政
に
反
映
さ
せ
る

た
め
、
法
律
で
地
方
選
挙
の
選

挙
権
を
付
与
す
る
こ
と
を
憲
法

が
禁
止
し
て
い
る
も
の
で
は
な

い
と
し
て
、
か
か
る
措
置
を
講

ず
る
か
否
か
は
立
法
政
策
上
の

問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
永
住
韓
国
人

に
地
方
参
政
権
を
付
与
す
る
こ

と
が
国
際
化
社
会
に
お
け
る
時

代
の
要
請
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

よ
っ
て
、
政
府
に
お
か
れ
て

は
、
地
域
の
国
際
化
と
住
民
が

真
に
共
生
で
き
る
地
域
づ
く
り

を
推
進
す
る
た
め
、
永
住
韓
国

人
に
地
方
参
政
権
を
付
与
す
る

新
た
な
立
法
措
置
を
早
急
に
講

じ
ら
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す

る
。

○
こ
の
意
見
書
は
、
内
閣
総
理

大
臣
、
法
務
大
臣
、
外
務
大

臣
、
自
治
大
臣
に
送
付
し
ま
し

た
。

（
５
月
１１
日
〜
７
月
１５
日
）

議

会

の

動

き

質
問

平
成
十
二
年
四
月
か

ら
実
施
さ
れ
る
介
護
保
険
制
度

の
申
請
受
付
や
要
介
護
の
認
定

作
業
が
本
年
十
月
か
ら
始
ま

る
。
現
在
何
ら
か
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
て
い
る
方
た
ち
を

含
め
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
人
に
対
す

る
対
策
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
か
。
ま
た
、
介
護
保
険

料
に
つ
い
て
の
減
免
制
度
の
創

設
が
必
要
と
考
え
る
が
、
当
局

の
見
解
を
伺
い
た
い
。
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介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
た
ち

に
対
す
る
対
策
に
つ
い
て
で
あ

る
が
、
現
在
何
ら
か
の
福
祉
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
方
の
う

ち
、
平
成
十
年
度
全
国
モ
デ
ル

事
業
か
ら
の
推
計
に
よ
る
と
、

約
一
割
が
自
立
と
判
定
さ
れ
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な

い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
中
で

も
高
齢
者
ゆ
え
に
動
作
が
緩
慢

な
た
め
、
家
事
援
助
サ
ー
ビ
ス

を
週
一
、
二
回
受
け
て
い
る
方

た
ち
は
、
ゆ
っ
く
り
な
が
ら
す

べ
て
の
動
作
が
で
き
る
た
め

に
、
自
立
と
判
定
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
こ

う
し
た
人
た
ち
も
含
め
、
自
立

と
判
定
さ
れ
た
方
へ
の
対
応
に

つ
い
て
は
、
今
後
の
重
要
課
題

で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
期

限
を
切
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
継
続

す
る
か
、
他
の
代
替
え
サ
ー
ビ

ス
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
な
ど
を

検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

次
に
、
保
険
料
の
減
免
に
つ

い
て
で
あ
る
が
、
六
十
五
歳
以

上
の
第
一
号
被
保
険
者
の
保
険

料
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
法

第
百
四
十
二
条
に
お
い
て
、
条

例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特

別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、

保
険
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で

き
る
規
定
が
あ
る
。
本
市
に
お

い
て
も
、
現
在
、
厚
生
省
か
ら

示
さ
れ
て
い
る
災
害
な
ど
の
特

別
の
理
由
や
失
業
な
ど
の
経
済

的
理
由
に
よ
る
減
免
基
準
を
も

と
に
検
討
を
重
ね
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

（
５
月
）

１２
日

代
表
者
会

１４
日

代
表
者
会

１７
日

第
３
回
臨
時
市
議
会

本
会
議
（
第
１
日
）

開
会

会
期
の
決
定

代
表
者
会

１８
日

代
表
者
会

１９
日

本
会
議
（
第
２
日
）

代
表
者
会

２０
日

代
表
者
会

本
会
議
（
第
３
日
）

議
会
各
役
職
員
選

出閉
会

２６
日

代
表
者
会

３１
日

建
設
消
防
常
任
委
員

協
議
会

（
６
月
）

３
日

議
会
運
営
委
員
会

代
表
者
会

８
日

第
４
回
定
例
市
議
会

本
会
議
（
第
１
日
）

開
会

会
期
の
決
定

報
告
九
件

専
決
処
分
報
告
一

件
、
表
決
（
報
告

承
認
）

平
成
十
一
年
度
一

般
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）
等
十

七
件
、
提
案
説
明

１０
日

本
会
議
（
第
２
日
）

一
般
質
問（
六
人
）

１１
日

本
会
議
（
第
３
日
）

一
般
質
問（
六
人
）

１４
日

議
会
運
営
委
員
会

本
会
議
（
第
４
日
）

一
般
質
問（
一
人
）

補
正
予
算
等
質
疑

（
五
人
）

工
事
請
負
契
約
十

件
、
表
決
（
原
案

可
決
）

１６
日

総
務
企
画
常
任
委
員

会文
教
生
活
常
任
委
員

会
、
同
委
員
協
議
会

１７
日

建
設
消
防
常
任
委
員

会
、
同
委
員
協
議
会

議
会
改
革
検
討
委
員

会

２１
日

震
災
復
興
対
策
及
び

市
街
地
再
開
発
問
題

対
策
特
別
委
員
会

２２
日

議
会
運
営
委
員
会

本
会
議
（
第
５
日
）

総
務
企
画
・
文
教

生
活
・
建
設
消
防

の
各
常
任
委
員
長

報
告
七
件
、
表
決

（
原
案
可
決
）

人
権
擁
護
委
員
候

補
者
の
推
薦
二

件
、
表
決
（
同
意

可
決
）

意
見
書
二
件
、
表

決
（
原
案
可
決
一

件
、
否
決
一
件
）

請
願
一
件
、
表
決

（
採
択
）

閉
会

代
表
者
会

（
７
月
）

１
日

総
務
企
画
常
任
委
員

協
議
会

８
日

議
会
運
営
委
員
会

代
表
者
会

１５
日

第
５
回
臨
時
市
議
会

本
会
議
（
第
１
日
）

開
会

会
期
の
決
定

議
員
提
出
議
案
四

件
、
表
決
（
原
案

可
決
）

閉
会

議
員
総
会

飛
行
場
問
題
対
策
特

別
委
員
会

６

月

定

例

会

で

可

決

さ

れ

た

意

見

書

介

護

保

険

に

関

す

る

諸

課

題

に

つ

い

て

人人
事事

六
月
定
例
会
及
び
七
月
臨
時

会
に
お
い
て
、
次
の
方
を
推
薦

す
る
こ
と
に
同
意
・
決
定
し
ま

し
た
。

▽
人
権
擁
護
委
員
候
補
者

深
川

純
一

田
原

克
巳

▽
農
業
委
員
会
委
員

中
村

孝
之

竹
本

勲

久
保

吉
春

永
田

芳
郎

�
敬
称
略
�

公

立

幼

稚

園

の

募

集

に

つ

い

て

平成１１年第３回伊丹市議会臨時会議案審査結果一覧表
市長提出議案

議決結果

同意可決

議員提出議案

原案可決

〃

〃

〃

〃

〃

平成１１年第４回伊丹市議会定例会議案審査結果一覧表
市長提出議案

議決結果

報告承認

原案可決

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

同意可決

〃

議員提出議案

否 決

原案可決

請願
採 択

平成１１年第５回伊丹市議会臨時会議案審査結果一覧表
議員提出議案

議決結果

原案可決

〃

〃

〃

議 件

監査委員の選任について

農業委員会委員を推薦することについて

農業委員会委員を推薦することについて

震災復興対策及び市街地再開発問題対策特別委員会の設置につ
いて

鉄軌道問題等対策特別委員会の設置について

飛行場問題対策特別委員会の設置について

議会改革検討委員会の設置について

議 件

地方自治法第１７９条の規定による専決処分報告について

平成１１年度伊丹市一般会計補正予算（第２号）

恩給法等の一部を改正する法律の施行に伴う退隠料等の年額の
改定に関する条例の制定について

伊丹市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の制定につ
いて

伊丹市医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定
について

伊丹市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

伊丹市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

伊丹市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について

庁舎特高受変電設備更新工事の請負契約を締結することについ
て

伊丹市立労働福祉会館改築工事（建築工事）の請負契約を締結
することについて

伊丹市立労働福祉会館改築工事（機械設備工事）の請負契約を
詰結することについて

伊丹市立労働福祉会館改築工事（電気設備工事）の請負契約を
締結することについて

阪急伊丹駅前自転車駐車場設備（本体・北出入口）工事の請負
契約を締結することについて

平成１１年度阪急伊丹駅前デッキ整備工事の請負契約を締結する
ことについて

伊丹市立荒牧中学校空調設備機能回復工事の請負契約を締結す
ることについて

伊丹市立学校給食センター改修工事（建築工事）の請負契約を
締結することについて

伊丹市立学校給食センター改修工事（機械設備工事）の請負契
約を締結することについて

旧石橋家住宅保存修理第２期工事の請負契約を締結することに
ついて

人権擁護委員候補者の推薦について

人権擁護委員候補者の推薦について

「地方分権一括法案」に関する意見書

永住韓国人への地方参政権付与を求める意見書

永住韓国人の地方参政権確立のための法制化を求める請願書

議 件

農業委員会委員を推薦することについて

農業委員会委員を推薦することについて

農業委員会委員を推薦することについて

農業委員会委員を推薦することについて

番 号

議案第６０号

議 員 提 出
議案第１号

議 員 提 出
議案第２号

議 員 提 出
議案第３号

議 員 提 出
議案第４号

議 員 提 出
議案第５号

議 員 提 出
議案第６号

番 号

報告第２号

議案第６１号

議案第６２号

議案第６３号

議案第６４号

議案第６５号

議案第６６号

議案第６７号

議案第６８号

議案第６９号

議案第７０号

議案第７１号

議案第７２号

議案第７３号

議案第７４号

議案第７５号

議案第７６号

議案第７７号

諮問第１号

諮問第２号

意 見 書 案
第 ５ 号

意 見 書 案
第 ６ 号

請願第３号

番 号

議 員 提 出
議案第７号

議 員 提 出
議案第８号

議 員 提 出
議案第９号

議 員 提 出
議案第１０号

（４）平成１１年７月２５日い た み 市 議 会 だ よ り第１５２号


